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学校紹介 ＊本渡南小学校＊

12月に行われた「デジタル行財政改革会議」で、政府は教

育現場におけるファックスやはんこの使用を廃止する方針を

決めました。しかし文科省の調査によると、現在業務にファッ

クスを使用している小中学校は95.9％だそうです。

ファックスやはんこを廃止して、デジタル化を進めるためには

ソフトの導入など費用が必要です。方針を決めて打ち出すだ

けでなく費用面等でも、政府が自治体や学校を支援してい

ただけると嬉しいですね。

【今月の四字熟語】
一所懸命
（いっしょけんめい）

※中世の武士が、賜った所領を
命がけで守り抜いたところから、
物事を命がけでやること。本気
で物事に打ち込むこと。

南小ではICTの活用に力を入れています。「スクリレ」で時間割や

学校からのお知らせ等をアップすることで、紙の使用量を減らすこと

ができています。また、保護者が直接欠席連絡を入力できるため電

話受取が減り、先生方の負担軽減にもつながっています。

～２月の給与明細書について～
≪令和６年１月１日付け昇給昇格の反映について≫
１月１日付けで昇給・昇格された方については、１月分と２月分
の昇給額がまとめて２月に支給されます。給与明細書の「給料月
額」の部分をご確認ください。

なお、３月以降の給料月額は、

（２月の給料月額－１２月の給料月額）÷２
＋１２月の給料月額

となります。
※ただし、次の方は昇給していません
①最高号給に達している職員
②年度当初に５５歳以上の職員で、へき地満了などの特昇効果
がない方

≪児童手当の支給について≫
該当される方には、児童手当（１０～１月分）が支給されていま
す。 手当月額は以下のとおりですので、支給額に誤りがないか
確認してください。

ご自身の給与に関することですので、必ず確認をお願
いします！

●確定申告と還付申告の違いについて

確定申告と還付申告の違いは、手続きの目的です。確定
申告は申告義務のある人が納税額を申告する手続きのこと
です。対して還付申告は納め過ぎた税金の還付を目的に手
続きを行います。

●申告期間

●還付申告の具体例
（1）年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額
が納め過ぎとなっているとき

（2）一定の要件のマイホームの取得などをして住宅ローンが
あるとき

（3）マイホームに特定の改修工事をしたとき
（4）認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特
別税額控除)

（5）災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
（6）特定支出控除の適用を受けるとき
（7）多額の医療費を支出したとき
（8）特定の寄附をしたとき 参照：国税庁

１月に源泉徴収票をお配りしていますので、いつ
でも還付申告は可能です。

医療費控除や住宅ローン控除（初年度のみ）など
給与所得者でも還付申告を受けられるケースがあ
ります。自分が当てはまるか調べてみてはいかが
ですか…？

確定申告と還付申告はご存じですか？
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確定申告 還付申告

翌年の２月１６日から
３月１５日まで

還付が発生する年の翌年
１月１月から５年以内

かしわば まなぶくん かしわば みなみちゃん


